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協会けんぽ熊本支部における主な広報

国の施策：「マイナ保険証を1度使ってみませんか」キャンペーンを受けて

令和5年10月：特設ホームページ開設（随時更新）

11月：メルマガによるマイナ保険証の利用促進

（テーマ別に毎月配信）

12月：健康保険委員向け広報誌にキャンペーンチラシ同封

令和6年 1月：「医療費のお知らせ」、「ジェネリック医薬品軽減額通知」

にキャンペーンチラシ同封

１～2月：県内各商工会議所、県商工会連合会、県中小企業団体

中央会等の会報誌に記事掲載

2月：健康保険委員向け研修会でマイナ保険証の利用呼びかけ

5月 : マイナ保険証に関する動画を配信開始

▲特設ホームページ

◀キャンペーンチラシ

引き続き、マイナ保険証の利用促進に向け、
広報に取り組みます。
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マイナ保険証への切り替え勧奨（広報を継続）

• チラシ
• 動画
• 研修会 等

移行期間の円滑な医療機関受診のために

 「資格情報のお知らせ」を全加入者に送付
保険証に代わり資格情報（記号・番号等）をお知らせする書面。
令和6年12月以降、新規加入者に送付。
既存の全加入者に、令和6年9月、7年1月の2回に分けて送付。
（かなり大規模なオペレーションとなります。（７～８ページ参照））

 「資格確認書」をマイナカードを持っていない方、保険証利用登録していない方に送付
保険証に代わり医療機関等に提示するカード。
令和6年12月以降、加入時に、希望者またはマイナ保険証非所持者に発行。
既存の加入者には、令和7年12月2日以降、保険者が必要と判断した場合に発行（詳細未定）。

マイナ保険証の
利用促進（広報）
マイナ保険証の

利用促進（広報）

マイナ保険証にかかる
加入者への対応

マイナ保険証にかかる
加入者への対応

令和6年12月2日に保険証の新規発行を終了します

既存の保険証 使用可能

現在
R6.12.2

保険証の新規発行終了

有効期限１年
（経過措置期間）

R7.12.2
保険証使用不可

使用不可
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制度改正後の医療機関等受診方法
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送付イメージフロー（一般加入者）

個 人 ご と の 封 筒 の 窓 から 、 左 記 の よ う に
従 業 員 様 の 氏 名 （被保険者氏名） と 封 入
さ れ て い る 方 の 氏 名 （対象者氏名） を
確認することができます。
配付いただく際には、被保険者氏名の方に
配付をお願いします。

（記号）12345678 （番号）1234567
（被保険者氏名）協会 太郎 様
（対象者氏名）協会 花子 様

協会けんぽ

被保険者A

👦
被扶養者A-1

👩

被扶養者B-1

👦
被保険者B

👩

被扶養者B-2

👧

事業所

封筒または箱

発送

配付

既存の全加入者への「資格情報のお知らせ」送付（R6.9、R7.1）に向けて

事業所（特に大規模事業所）に、多大な事務負担をおかけすることとなります。
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大規模事業所への文書及び訪問による丁寧な依頼

資格情報のお知らせ送付に先立ち、加入者数が概ね1,000名以上の事業所（＝大規模事業所）を対象に
事業実施に関する案内文書の送付と訪問による丁寧な説明とお願いを実施しています。（31事業所）

算定基礎説明会における事業所への説明および協力依頼の実施（R6.6）

6月に日本年金機構が主催した算定基礎説明会において、本事業について説明とお願いを実施しています。
（県内9会場）

関係団体会報誌への案内掲載（R6.7～9）

関係団体広報誌への記事掲載または案内チラシ同封を依頼しています。
・熊本県下の商工会議所（本渡除く。7～9月に広報誌の発行がないため）
・熊本県商工会連合会
・熊本県中小企業団体中央会
・熊本県中小企業家同友会

その他

ホームページやメルマガ、納入告知書同封リーフレットを活用して、随時情報の提供を行います。

既存の全加入者への「資格情報のお知らせ」送付（R6.9、R7.1）に向けて
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協会けんぽマイナンバーコールセンターについて

・協会けんぽでは、以下の事項に対するお問い合わせ先として、専用のコールセンターを
設置します。
●マイナ保険証、オンライン資格確認
●資格情報のお知らせ
●資格確認書 等

・電話番号：０５７０－０１５－３６９
・設置期間：令和６年９月２日から令和８年２月28日（予定）

（※）上記のコールセンターでは、以下の言語について対応予定です。
加入者等・オペレーター・通訳者の三者通話となります。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ネパール語・ビルマ語・フラ
ンス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語・クメール語・モンゴル語・シンハラ語・ヒンディー語・ベンガル語・ウルドゥー語

（協会）マイナンバーコールセンター
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マイナ保険証にかかるＱ＆Ａ（参考）

マイナンバーカードを健康保険証等として利用するメリットは何ですか。（マイナポータルＱ＆Ａ NO.3504）

転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証等の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナン
バーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報、健診等情報、医療費
通知情報を閲覧することができるようになります。診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報、健診等
情報については、患者の同意を得た上で医療関係者に提供し、より良い医療を受けることが出来るようになりま
す。

転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録が必要でしょうか。
（マイナポータルＱ＆Ａ NO.3422）

いったん登録を頂きますと、転職や退職にともなう、再度の登録は必要ありません。ただし、保険者への加入の届
け出は、引き続き必要です。

一度、利用申込をすると、取消はできないのでしょうか。（マイナポータルＱ＆Ａ NO.3570）

利用申込を解除することはできません。なお、利用申込はしたものの、マイナンバーカードを健康保険証として利
用しないことで、不利益が生じることはございません。
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マイナ保険証にかかるＱ＆Ａ（参考）

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。（マイナポータルＱ＆Ａ NO.3491）

医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

医療機関・薬局がマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うのですか。（マイナポータルＱ＆Ａ NO.3493）

医療機関・薬局がマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うことはありません。マイナンバー（12桁の番号）では
なく、マイナンバーカードのＩＣチップ内の利用者証明用電子証明書（暗証番号4桁のもの）を利用します。

マイナンバーカードを落とすと、ＩＣチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。
（デジタル庁HPよくあるご質問より）

マイナンバーカードのＩＣチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は登録されていません。
マイナンバーカードのＩＣチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四
情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出す
ことはできませんし、ＩＣチップから不正に情報を読み出そうとすると、ＩＣチップが壊れて、読み出せなくなる仕
組みとなっていますので、ご安心ください。


